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報道発表資料 
令和４年２月10日 

独立行政法人国民生活センター 

 

【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】 

新生活が狙われる？引越直後の訪問販売トラブル 

－管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて！－ 

 

「引越直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したが

ウソだった」などといった引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生

活センター等に寄せられています。新生活が始まることの多い３、４月は特に注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１】引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかの

ような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった 

引越当日、業者が換気扇フィルターの勧誘に訪れた。管理会社

と関連があるような口ぶりだったので説明を聞いた。「居住者は

みんな契約している」などと説明された。全室が購入しているな

ら仕方ないと思い約３万円を現金で支払い、２年分のフィルター

を受け取った。 

その後、不審に思い管理会社に確認したところ無関係であるこ

とがわかった。不要なのでクーリング・オフしたい。 

 

      (2021年４月受付 20歳代 男性)  

 

【事例２】新築マンションに引越した際、管理会社からの紹介だと言

う業者に訪問され、防カビ工事等の契約をしたがウソだった 

引越当日、「管理会社から紹介された」と言って業者が訪問してき

た。「オプションサービスの説明会を管理会社が開いており、その会

で水回りの防カビ工事等の説明をしている。説明会に参加していな

い人に案内している」「荷物を入れる前に工事を行った方が良い」な

どと言うので、その業者の言葉を信じて現金約６万円を支払い、その

翌日に水回りの防カビ工事等が行われた。 

後日、気になって管理会社に聞いたところ「そのような説明会は開

いていない。事業者は紹介していない」と言われた。だまされたので

解約したい。クーリング・オフできるか。 

 

(2021年３月受付 20歳代 女性) 
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（１） その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう 

新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活

に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりが

ちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」「周りはみんな契

約している」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約し

ないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管

理会社などに確認しましょう。 

 

（２） 訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます 

業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取っ

た日から数えて８日以内であればクーリング・オフ（無条件での契約解

除）をすることができます。 

なお、クーリング・オフ期間内に工事が行われたとしても、クーリング・

オフをした場合は、無償で元どおりに戻すよう求めることができます。 

 

（３） 2022年４月から『18歳で大人』に！ 

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりません 

が、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。 

他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。 

不安に思った時、トラブルにあった時は「１８８」に相談を！ 

 

＊消費者ホットライン：「１８８（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号です 

 

【情報提供先】 

・消費者庁（法人番号 5000012010024） 

・内閣府 消費者委員会事務局（法人番号 2000012010019） 

トラブル防止のポイント 

<title>【若者向け注意喚起シリーズ＜No.8＞】新生活が狙われる？引越直後の訪問販売トラブル － 管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて！ － </title> 


